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本冊⼦は、厚⽣労働省「令和元年度社会福祉推進事業」の課題番号 27「元気⾼齢者に対する効果的なアプ
ローチのための研修に関する調査研究事業」において実施した調査に基づき、実施主体の地⽅⾃治体、委託先
の皆様を対象に、介護に関する⼊⾨的研修の実施ノウハウをまとめたものです。 
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■介護⼈材不⾜とすそ野拡⼤に向けた取組  
介護分野においては、介護を担う⼈材不⾜の解決が重要な課題となっています。介護保険法の施

⾏以来要介護(要⽀援)認定者数は⼀貫して増加しており、2016 年時点で約 632 万⼈となっていま
す。これに伴い、介護事業所の職員数も増加していますが、2015 年から 2016 年の職員の増加率は
0.1%にとどまり、現場の⼈⼿不⾜感も年々⾼まっています。今後は、更なる⾼齢化の進⾏に伴って要
介護(要⽀援)者が増加し、より多くの介護⼈材が必要となることが予想されています。1947 年から 49
年に⽣まれた第 1 次ベビーブーム世代が全て後期⾼齢者となる 2025 年には、約 245 万⼈の介護⼈
材が必要となるとされています。 

 
要介護(要⽀援)認定者数と介護職員数の推移 

(出典︓厚⽣労働省「介護保険事業状況報告」、「介護⼈材の処遇改善について」より作成) 

 
⼈材不⾜を感じている事業所の割合 

(出典︓介護労働安定センター「介護労働実態調査」) 
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1. 介護⼈材不⾜の解決に向けて 
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このような状況のもとで 2017 年 10 ⽉に厚⽣労働省が公表した「介護⼈材に求められる機能の明
確化とキャリアパスの実現に向けて」においては、⽬指すべき全体像の⼀つとして介護未経験者を含む
介護⼈材のすそ野拡⼤が挙げられました。また、このようなすそ野拡⼤に向けた具体的な取組として、介
護職員初任者研修等の既存の研修よりも受講がしやすい「⼊⾨的研修」の導⼊の必要性が⽰されて
います。これを踏まえ、2018 年 3 ⽉、厚⽣労働省社会・援護局福祉基盤課は「介護に関する⼊⾨的
研修の実施について」を発出し、地⽅⾃治体における「介護に関する⼊⾨的研修」(以下、「⼊⾨的研
修」)の実施を促しました。 

 

介護⼈材確保の⽬指す姿 
(出典︓厚⽣労働省「介護⼈材の処遇改善について」) 

2019 年 3 ⽉に厚⽣労働省が公表した「介護現場⾰新会議 基本⽅針」においては、「⼈⼿不⾜の
時代に対応したマネジメントモデルの構築」が⽅針の⼀つに掲げられ、専⾨職でない職員も⾏える「周辺
業務」を担う「介護助⼿」の活躍への期待が⽰されています。また、介護助⼿を担う⼈材の介護分野へ
の参⼊促進に向け、⼊⾨的研修の活⽤を進めることにも⾔及しています。そして、2019 年 5 ⽉に同じ
く厚⽣労働省が公表した「医療・福祉サービス改⾰プラン」においては、2021 年度までに⼊⾨的研修の
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延べ実施回数を 15%増加させること、シニア層を主な対象として⼊⾨的研修をきっかけに介護施設と
マッチングした⼈の数を、2018 年度⽐で 15%増加させることが⽬標に掲げられています。 

取組事項 
介護・看護・保育等の分野において、介護助⼿等としてシニア層を活かす⽅策 
地域医療介護総合確保基⾦において都道府県が取組を進めている「介護に関
する⼊⾨的研修」を更に進める 

実施年度 

2019 年度 
「介護に関する⼊⾨的研修」を保険者機能強化推進交付⾦の評価指標に位
置づけるとともに、同研修の受講者等を対象に、職場体験やインターンシップ等を
促進する「介護⼊⾨者ステップアップ育成⽀援」を実施 

2020 年度 
地域医療介護総合確保基⾦の活⽤実績や調査研究結果を踏まえ、全国の
都道府県、市町村への積極的広報・周知を⾏うとともに、更なる改善の検討
(調査研究)を進める。 

進捗管理
⽬標 

実施指標 
(アウトプッ

ト) 

「介護に関する⼊⾨研修」の延べ実施回数 
【2021 年度までに 2018 年度と⽐べて 15%増加】 

成果指標 
(アウトカム) 

「介護に関する⼊⾨的研修」の実施からマッチングまでの⼀体的⽀援により介護
施設等とマッチングした者の数 
【2021 年度までに 2018 年度と⽐べて 15%増加】 

2025 年度までの⼯程表 
(出典︓医療・福祉サービス改⾰プラン 別紙、抜粋) 

 

■就労のハードルを下げる取組としての⼊⾨的研修 
より多くの介護未経験者に介護分野に参⼊してもらうためには、就労のハードルを下げる取組を実施

することが重要です。⼊⾨的研修は、短期間で介護の仕事のやりがいや現場の様⼦を知り、基本的な
介護知識・技術が習得できる、就労のハードルを下げる取組であるといえます。これを踏まえ、本冊⼦で
は、実施主体となっている地⽅⾃治体の皆様、委託先の皆様向けに、⼊⾨的研修の実施プロセスを 4
つの段階(企画、広報、開講、マッチング)に分け、より効果的に就労のハードルを下げる上で有効と考え
られるポイントをご紹介しています。 
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■就労のハードル 
⼊⾨的研修の受講者として想定されている介護未経験者の参⼊を促すためには、就労のハードルを

下げることが重要と考えられます。就労のハードルには、就労前のものと就労後のものがあると考えられま
す。就労前のハードルとは、介護に対して「体⼒的、精神的にきつい仕事が多い」といったイメージを実態
以上に強く感じ、就労をためらってしまうといった⼼理的ハードルです。就労後のハードルとは、⾝体介護
等、⾝体的負担が⼤きい業務を担うことに不安・負担を感じるといった⾁体的ハードルです。⼼理的ハ
ードルを下げる際には、介護の仕事のやりがいの発信や職場体験等によって抱いているイメージと実態と
のギャップを解消し、就労につなげることが重要です。⼀⽅、⾁体的ハードルについては、負担を減らす介
護知識、技術を⾝につける等により就労前に「あらかじめ」下げることが重要となります。 

  ハードルの例 考えうる対策 
⼼理的 
ハードル 

(就労前) 

 体⼒的にきつい仕事が多い 
 精神的にきつい仕事が多い 
 他⼈の⼈⽣に関わるのが⼤変そう 等 

 介護の仕事のやりがいを発信する 
 職場体験等により、介護現場の雰囲気を知

ってもらう 等 
⾁体的 
ハードル 

(就労後) 

 ⾝体介助等の⾁体的負担の⼤きい業務が
ある 
 夜勤等、負担の⼤きい勤務形態に対応する

必要がある 等 

 ⾁体的負担を減らす知識、技術を⾝につけ
てもらう 

 標準的な業務については⼊⾨的研修であら
かじめ習得してもらう 

⼼理的・⾁体的ハードルの例と考えうる対策 
(出典︓元気⾼齢者ヒアリング調査結果、「介護サービス業 職業イメージ調査 2015」をもとに弊社作成) 

 

■⼊⾨的研修実施ノウハウの横展開の必要性 
⼊⾨的研修は、初年度の 2018 年度には 16 都府県において実施されました。2019 年度は、41

都道府県、52 地域/市区町村が主体となって実施されています。これに伴い、実施主体、委託先とも
に多様化しています。また、本冊⼦の作成にあたって研修の委託先となっている法⼈に実施したヒアリン
グ調査から⼊⾨的研修に関する課題を抽出したところ、研修の内容ではなく、実施⽅法に関するものが
⼤半を占めていました。このような状況を踏まえ、本冊⼦は、就労のハードルを下げるための⼊⾨的研修
の実施⽅法に関するノウハウを整理し、実施主体や委託先の皆様に展開して全体的な底上げを図るこ
とで、研修のより効果的な実施に資することを⽬的に作成しています。 

 

 

2. 就労のハードルと⼊⾨的研修実施ノウハウの横展開の必要性 
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実施主体 
委託先 該当

数 
該当する都道府県、地域/市区町村 

41 
都道府県*1 

社会福祉 
協議会 23 

北海道、岩⼿県、秋⽥県、福島県、東京都、神奈川県、 
⽯川県、福井県、⻑野県、三重県、滋賀県、京都府、奈良県、
⿃取県、島根県、広島県、⼭⼝県、徳島県、愛媛県、福岡県、
熊本県、⼤分県、⿅児島県 

介護福祉 
関連団体 9 福島県、茨城県、千葉県、新潟県、⼤阪府、徳島県、⾹川県、

佐賀県、宮崎県 

介護労働 
安定センター 5 ⻘森県、⼭形県、富⼭県、⻑崎県、沖縄県 

⺠間企業 5 埼⽟県、静岡県、愛知県、⼤阪府、沖縄県 

教育機関 2 兵庫県、宮崎県 

52 
地域/市区
町村*2 

介護福祉 
関連団体 11 ⽊古内町、栃⽊市、⼩⼭市、鴨川市、世⽥⾕区、葛飾区、 

⼋王⼦市、町⽥市、三鷹市、横浜市、京都市 

委託先なし 
(⾃前) 10 網⾛市、鷹栖町、さくら市、秦野市、燕市、静岡市、瀬⼾市、 

伊丹市、⼩野市、淡路市 

⺠間企業 9 佐野市、練⾺区、川崎市、焼津市、袋井市、牧之原市、吉⽥
町、福岡市、芦北町 

社会福祉 
協議会 4 ⽮板市、⻑岡京市、松江市、安来市 

教育機関 3 前橋市、江⼾川区、隠岐広域連合 

介護労働 
安定センター 2 ⼤⽥区、浜⽥地区広域⾏政連合 

*1 ⼤阪府、宮崎県、沖縄県については複数の種別の団体に委託しているため、該当数の合計は 44 
*2 13 市区町村は委託先未定または検討中のため、該当数の合計は 39 

2019 年度の実施主体、委託先、該当する地⽅⾃治体 
(令和元年度介護に関する⼊⾨的研修実施予定 令和元年 10 ⽉ 1 ⽇現在版に基づき PwC 作成) 
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■⼊⾨的研修の段階 
⼊⾨的研修の実施段階は、研修の全体を設計する「企画」、対象者に研修をお知らせして受講を

促す「広報」、研修を⾏って介護分野で働くことへのハードルを下げる「開講」、介護事業者に修了者を
紹介して就労に繋げる「マッチング」の 4 段階に分けられます。以下に、各段階でご紹介するポイントをお
⽰しします。 

  

各段階におけるポイント 

 
■ノウハウ集の活⽤⽅法 

次章以降は、段階別に⼊⾨的研修のノウハウをご紹介しています。①の「段階の概要」では、その段
階で検討すべき事項の概要とポイントをお⽰ししています。②の「検討・実施にあたってのポイント」では、
それぞれのポイントに関連する標準的な実施事項をご説明しています。③の「実践事例・元気⾼齢者の
声」では、⼊⾨的研修の委託先に関する調査から把握した実践事例や、介護事業所で活躍する元気
⾼齢者へのインタビューから抽出した、シニアの受講や就労を促す上でのポイントをお⽰ししています。③
には、②と⽐較して発展的な内容も含まれていますが、読者の皆様にとって有⽤と考えられる取組がござ
いましたらぜひ実施をご検討ください。 

企画
① 地域の状況と介護事業者の⼈材ニーズを踏まえた課題抽出、育成する⼈材像・ターゲットの設定
② 研修内容の決定と実施に必要なリソースの調達 (講師、テキスト、介護⽤品等)
③ 受講しやすさ等を考慮した⽇時、会場、定員の決定

① 受講の意義・メリットの整理
② 広報範囲、チャネル・メディアの選択

① 受講⽬的、就労意向の調査 (受講前アンケート)
② ⼼理的・⾁体的ハードルを下げる
③ 介護のやりがいの発信とモチベーション向上

① 研修の効果測定、就労意向の調査 (受講後アンケート)
② マッチング機会の提供 (すぐに働きたい場合)
③ ⼈材バンクへの登録と関係の維持 (将来的に働きたい場合)

広報

開講

マッチング

3. ⼊⾨的研修の段階とノウハウ集の活⽤⽅法 
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初めて研修を実施される⽅は⼀通り実施事項を把握するために最初からお読みいただく、すでに実施
されている⽅はお悩みを抱えている段階をお読みいただくといった活⽤が可能です。本冊⼦が研修の有
効かつ効率的な実施につながり、介護⼈材不⾜問題解決の⼀助となれば幸いです。 

 

 

ノウハウ紹介ページの構成 

No. 項⽬ 内容 

① 段階の概要 ・⼊⾨的研修の各段階のポイントの概要 

② 検討・実施にあたってのポイント ・それぞれのポイントにおける標準的な実施事項 

③ 実践事例・元気⾼齢者の声 

・⼊⾨的研修を実施している委託先に関する調査で把握した実
践事例とその応⽤⽅法等 
・介護事業所で活躍する元気⾼齢者のインタビューから抽出した、
シニアの研修受講や 
就労を促す上でのポイント 

記載項⽬・内容 
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「企画」段階のポイントは、以下の 3 つです。地域の課題を抽出し、育成する⼈材像や受講者のター
ゲットを定めた上で、どのような研修を、いつ、どこで提供するかを検討します。検討にあたっては、実施主
体の地⽅⾃治体、受託者の団体(社会福祉協議会等)だけでなく、近隣の介護事業者や介護福祉
関連の教育機関と連携することも有効です。 

① 地域の状況と介護事業者の⼈材ニーズを踏まえた課題抽出、育成する⼈材像・ターゲットの設
定 

② 研修内容の具体化と講師の招聘、テキスト、福祉⽤具等のリソースの調達 
③ 受講しやすさを考慮した⽇時、会場、定員の決定 

 
 
 
 

 
 

厚⽣労働省の通知において、⼊⾨的研修の⽬的は、「これまで介護との関わりがなかった者など、介
護未経験者が介護に関する基本的な知識を⾝につけるとともに、介護の業務に携わる上で知っておくべ
き基本的な技術を学ぶことができるよう研修を実施し、介護分野への参⼊のきっかけを作るとともに、介
護の業務に携わる上での不安を払拭することにより、多様な⼈材の参⼊を促進する」とされています。 

この⽬的は、介護⼈材不⾜解決に向けた「介護⼈材のすそ野の拡⼤」を念頭において設定されてい
ます。すそ野の拡⼤に向けたアプローチは 2 つの観点から整理できます。参⼊する⼈材をいつ増やすかと
いう参⼊時期の観点、新たな参⼊者にどのような業務を任せるかという業務の範囲の観点です。⼊⾨
的な内容の研修を通じてすぐに専⾨性の⾼い業務を任せられる⼈材を育成することは現実的ではない
と考えられるため、⼊⾨的研修は下表の A から C いずれかのアプローチですそ野拡⼤に寄与しうると考え
られます。 

  すぐに 将来的に 
⼀定の範囲内の業務 A B 

専⾨性の⾼い業務(⾝体介護等) - C 

参⼊時期と任せる業務の範囲の観点に基づくすそ野拡⼤のアプローチの整理 

これらのアプローチを念頭に置き、介護⼈材のすそ野拡⼤に向けて各地域で実施すべきアクションを具
体化する際には、介護⼈材の有効求⼈倍率や介護事業者の⼈材ニーズ等を踏まえて各地域の課題

4-1. 企画 

ポイント①︓地域の状況と介護事業者の⼈材ニーズを踏まえた課題抽出、 
                                                              育成する⼈材像・ターゲットの設定 
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を抽出することが重要です。そして、その課題の解決に資する、研修を通じて育成すべき⼈材像を設定
することで、研修の受講を促すターゲットを設定することが可能となります。この⼀連の検討により、広報、
開講、マッチング段階の実施事項が検討しやすくなると考えられます。以下、上記 A から C のアプローチ
それぞれに対応する、地域の課題、育成する⼈材像、ターゲットの例をお⽰しします。 

 

アプロ
ーチ 

地域の課題 
育成する⼈材像 想定ターゲット 

A 
現在⼈⼿が 
⾜りていない 

⼀定の範囲内の業務を担当できる、 
すぐに参⼊する⼈材 

現在は仕事に就いていない⼈ 
例︓定年退職済の⼈、 

       ⼦育てが⼀段落した⼈ 等 

B 
⼈⼿不⾜が 
⾒込まれる 

⼀定の範囲内の業務を担当できる、 
将来的に参⼊する⼈材 

現在は別の仕事に就いているが、将来
参⼊が期待される⼈ 
例︓定年退職間近の⼈ 等 

C 
専⾨性の⾼い⼈

材の不⾜が 
⾒込まれる 

専⾨性の⾼い業務を担当できる、 
将来的に参⼊する⼈材 

専⾨性を⾝につけたいと考えている⼈ 
例︓若年層、キャリアアップに積極的 

       なシニア 等 

⼈材ニーズと研修⽬的・育成する⼈材像・ターゲットとの対応 
 
 
 
 

⼊⾨的研修の通知によると、研修内容は座学だけでなく、ボディメカニクス等の体験型の内容や介護
事業者で実際の現場を知ることができる内容を取り⼊れることも、受講者の⼼理的ハードルを下げたり、
就労へのモチベーションを向上させる上で有効だとされています。 

研修の実施にあたっては、研修の趣旨を理解し、受講者に適切に伝えることのできる講師を選定し、
座学ではテキスト、体験型の内容では福祉⽤具等の備品等の準備が必要となります。これらを検討す
る際は、近隣の⼤学、専⾨学校等の教育機関や介護事業者と連携することが有効です。このような連
携は、新たに介護を学ぼうとする⼈が増える、就労を希望する⼈が増える可能性があるといった点で教
育機関や介護事業者にとっても意義・メリットがあると考えられます。 

 
講師 テキスト 福祉⽤具 

調達元  教育機関、介護事業者 
 ⾃前 

 既存のテキスト 
 ⾃前で作成  福祉⽤具レンタル会社 

費⽤ 
 謝⾦、旅費(外部から招聘する

場合) 
 ⼈件費(⾃前の場合) 

 テキスト代 
 印刷費(⾃前で作成す
る場合) 

 レンタル代 

研修リソースの調達元と費⽤(例) 

ポイント②︓研修内容の具体化と講師の招聘、テキスト、福祉⽤具等のリソースの調達 
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なお、⼊⾨的研修を、受講者⾃⾝が介護業務の専⾨性を⾼めていくきっかけとするためには、講師の
派遣などを⾏っている専⾨学校等の教育機関と協⼒し、⽣活援助従事者研修、介護職員初任者研
修、実務者研修の科⽬の⼀部免除等により、専⾨性を⾼めてステップアップすることが可能な仕組みを
作っていくことも有効です。このように、研修を実施する体制を整える上でも、今後の⼊⾨的研修の活⽤
可能性を広げていく上でも、近隣の教育機関や介護事業者と連携して研修の企画を進めていくことが
重要と考えられます。 
 
 
 

 

⼊⾨的研修は、3 時間の基礎講座、18 時間の⼊⾨講座から構成されています。基礎講座のみで
あれば 1 ⽇で実施することが可能ですが、⼊⾨講座も含めると研修⽇数は 3~5 ⽇程度必要となりま
す。また、その⽇数分利⽤できる会場を確保することも必要です。加えて、研修の効果を保つためには、
適切な定員の設定も重要です。 

開講スケジュールや会場については、想定する対象者が受講しやすいよう配慮することが有効です。
例えば、対象者が定年退職後のシニア層の場合は平⽇の⽇中に数⽇間連続で、退職前の会社員の
場合は⼟曜⽇の週 1 回といったケースが考えられます。以下に、⽇時、会場、定員に関する主な検討
事項をお⽰しします。 

項⽬ 検討事項 

⽇時 
 数⽇間連続、週 1 回いずれのスケジュールが望ましいか 
 平⽇、⼟⽇祝⽇いずれが望ましいか 
 ⽇中、⼣⽅以降いずれの時間帯が望ましいか 等 

会場 
 対象者の⾃宅や職場から近いか 
 ランドマークとなる建物が近くにある等、わかりやすい⽴地か 
 賃借料は適正か 等 

定員 
 1 度の開講でどれくらいの数の対象者に受講してほしいか 
 ボディメカニクスの講義で福祉⽤具を⽤いる等、体験型の内容とする場合、講師、運営スタッフ

の⼈数は⼗分か 等 

⽇時、会場、定員に関する主な検討事項 
 
 
 
 

ポイント③︓受講しやすさ等を考慮した⽇時、会場、定員の決定 
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東京都の出張型講座のチラシ 

(東京都ホームページより) 
申込のあった企業等にヒアリングを実施し、希望に応じて講座の内容を決定している 

 

多くの⾃治体では会場に受講者が集まって研修が実施されているが、東京都では、講師が出張して講座を
実施 
☞ 想定ターゲットに確実にリーチしたい場合は出張講座が有効 

取組例:企業に出張して定年退職間近の社員向けに講座を実施し、定年後の仕事の選択肢に加え
てもらう 等 

実践事例︓出張型講座 

ある県では、開講⽇時・会場にバリエーションを持たせ、ライフスタイルに合わせて受講しやすいよう配慮 
☞ 都道府県等、研修の実施単位が⼤きい場合、複数パターンの⽇時・会場で開講してより多くの⽅々

が受講できるようにする 
取組例:シニアは平⽇に連続で受講して 1 週間で、会社員は休⽇に週 1 回受講して約 1 か⽉で修
了できる⽇程を⽤意する 等 

実践事例︓開講⽇時・会場の充実 



13 

 

 
福岡地区 筑後地区 北九州地区 筑豊地区 

⽇
時 

基礎講座 
Ａ⽇程 
平成 30 年 8 ⽉ 25 ⽇(⼟) 
Ｂ⽇程 
平成 30 年 11 ⽉ 3 ⽇(⼟) 
基礎・⼊⾨講座 
Ｃ⽇程 
平成 31 年 1 ⽉ 26 ⽇(⼟) 
平成 31 年 2 ⽉ 2 ⽇(⼟) 
平成 31 年 2 ⽉ 9 ⽇(⼟) 
平成 31 年 2 ⽉ 23 ⽇(⼟) 
平成 31 年 3 ⽉ 2 ⽇(⼟) 

基礎講座 
Ａ⽇程 
平成 30 年 8 ⽉ 26 ⽇(⽇) 
Ｂ⽇程 
平成 30 年 11 ⽉ 11 ⽇(⽇) 
基礎・⼊⾨講座 
Ｃ⽇程 
平成 30 年 12 ⽉ 2 ⽇(⽇) 
平成 30 年 12 ⽉ 16 ⽇(⽇) 
平成 30 年 12 ⽉ 23 ⽇(⽇) 
平成 31 年 1 ⽉ 13 ⽇(⽇) 
平成 31 年 1 ⽉ 20 ⽇(⽇) 

基礎講座 
Ａ⽇程 
平成 30 年 9 ⽉ 9 ⽇(⽇) 
Ｂ⽇程 
平成 30 年 11 ⽉ 4 ⽇(⽇) 
基礎・⼊⾨講座 
Ｃ⽇程 
平成 31 年 1 ⽉ 27 ⽇(⽇) 
平成 31 年 2 ⽉ 3 ⽇(⽇) 
平成 31 年 2 ⽉ 10 ⽇(⽇) 
平成 31 年 2 ⽉ 17 ⽇(⽇) 
平成 31 年 2 ⽉ 24 ⽇(⽇) 

基礎講座 
Ａ⽇程 
平成 30 年 9 ⽉ 15 ⽇(⼟) 
Ｂ⽇程 
平成 30 年 11 ⽉ 17 ⽇(⼟) 
基礎・⼊⾨講座 
Ｃ⽇程 
平成 30 年 12 ⽉ 8 ⽇(⼟) 
平成 30 年 12 ⽉ 15 ⽇(⼟) 
平成 30 年 12 ⽉ 22 ⽇(⼟) 
平成 31 年 1 ⽉ 12 ⽇(⼟) 
平成 31 年 1 ⽉ 19 ⽇(⼟) 

会
場 

Ａ・Ｂ・Ｃ⽇程: 
クローバープラザ 

Ａ・Ｂ⽇程: 
⼤牟⽥⽂化会館 

Ｃ⽇程: 
久留⽶市総合福祉会館 

Ａ・Ｂ⽇程: 
ウィズゆくはし 

Ｃ⽇程: 
⼋幡⻄⽣涯学習総合セ

ンター 

Ａ⽇程・Ｂ⽇程: 
⽥川⻘少年⽂化ホール 

Ｃ⽇程: 
庄内保健福祉総合センター 

福岡県の平成 30 年度の実施⽇時・会場 
(福岡県ホームページより) 

県内 4 地区で基礎講座 2 ⽇程、基礎・⼊⾨講座 1 ⽇程ずつ開催している 
 
 

-MEMO- 
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「広報」段階のポイントは、以下の 2 つです。受講によってどのような意義・メリットが得られるかを整理
した上で、どこの、誰に、どのようなチャネルやメディアを通じて潜在的な受講者に働きかけるかを選択し、
広報を実施します。 

① 受講の意義・メリットの整理 
② 広報範囲、チャネル・メディアの選択 

 
 
 

 

企画段階で抽出した課題の解決に向け、想定するターゲットに実際に受講してもらうためには、受講
の意義・メリットを整理して提⽰し、認識してもらう必要があります。介護に関連する研修や資格としては、
⽣活援助従事者研修、介護職員初任者研修、実務者研修および介護福祉⼠等が挙げられます。な
かでも⼊⾨的研修は、受講しやすい形態でありながらも、基本的な知識や技術を短期間で⼀通り学び、
修了証が発⾏されることで、就労・収⼊やキャリアアップにつながるという意義・メリットがあると考えられま
す。 

受講によって得られるもの、得られたものによる効果、受講者にとっての意義・メリットを整理し、企画
段階で検討したすそ野拡⼤に向けたアプローチと対応させると、⽬的ごとに特に強調して発信すべき意
義・メリットが明らかになります。「A.⼀定の範囲内の業務を担当できる、すぐに参⼊する⼈材を増やす」
および「B.⼀定の範囲内の業務を担当できる、将来的に参⼊する⼈材を増やす」ことに主眼を置く場合
は、介護に関する基本的知識・技術が得られ、就労・収⼊につながる点を、「C. 専⾨性の⾼い業務を
担当できる、将来的に参⼊する⼈材を増やす」ことに主眼を置く場合は、修了証が得られ、キャリアアッ
プにつながる点を、想定するターゲットに発信するとよいでしょう。 

 

 
 
 

受講の意義・メリットとすそ野拡⼤のアプロ―チとの対応 
 
 
 
 

4-2. 広報 

ポイント①︓受講の意義・メリットの整理 

介護に関する基本的知識・技術

修了証

受講によって得られるもの

⼼理的・⾁体的ハードルが下げる

他の研修の⼀部が免除される

得られたものによる効果

就労・収⼊につながる

キャリアアップにつながる

意義・メリット

A および B

C

アプローチ
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想定するターゲットに受講を促すために、まずは研修の存在を知ってもらう必要があります。ほとんどの
地⽅⾃治体や研修受託団体は、掲載のコストが低く、多くの⼈に知ってもらえる可能性のある⾃前のホ
ームページを利⽤して研修を周知しています。また、ホームページに加えて、ターゲットを絞ってより効果的
に働きかけることができるチャネル・メディアを利⽤している例も⾒られます。この場合、研修を周知する地
理的な範囲とチャネル・メディアを選択する必要があります。 

地理的な範囲の選択にあたっては、研修の「⼊⼝」と「出⼝」のいずれを重視するかという基準に検討
することが有効と考えられます。例えば、⼊⼝を重視する場合、研修会場の周辺を対象として「受講のハ
ードルが低い⼈」に受講を促す、出⼝を重視する場合、介護業界未経験者の採⽤に積極的な事業所
の周辺を対象として「就労のハードルが低い⼈」に受講を促すことが有効と考えられます。 

広報チャネル・メディアの決定にあたっては、より多くのターゲットの⽬に触れる場所や媒体を選択する
必要があります。例えば、定年退職したシニア層や⼦育てが⼀段落した層をターゲットとしている場合、
普段から利⽤している商店街等の⽬に触れる場所にポスターを掲⽰したり、チラシを置いてもらうといった
⽅法が有効と考えられます。 
 

 

範囲の検討の観点とチャネル・メディアの例 
 
 
 
 

範囲の検討
• 研修実施会場の周辺
(研修の⼊⼝を重視)

• 採⽤に積極的な介護事業者の周辺
(研修の出⼝を重視)

広く
周知

• 地⽅⾃治体のホームページに掲載
• 研修受託団体のホームページに掲載 等

• 地域のテレビ局の番組等で告知
• 地域広報誌へ記事を掲載
• 求⼈情報誌に記事を掲載
• 新聞にチラシを折り込み
• 回覧板でチラシを配布
• 教育機関、公共施設にポスターを掲⽰
• 商店街にポスターを掲⽰
• ⼈材センター等のデータベース登録者にメールで周知 等

絞って
周知

ポイント②︓広報範囲、チャネル・メディアの選択 
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• 県 及び 県社協ＨＰへの掲載 
• 県 広報番組の放映 
• 県 広報誌(福岡県だより)への掲載 
• 市町村及び市町村社協広報誌への掲載依頼 
• 各報道機関への情報提供 
• ポスター及びチラシの作成、関係機関への配布 
• ⼤学・短⼤等学校訪問 
• 求⼈情報誌への掲載 
• 新聞折込 
• 「福祉のお仕事」に登録している求⼈事業所及び求職者・届出者に対し、メールで周知 

福岡県が平成 30 年度に利⽤したチャネル・メディア 
(福岡県ホームページより) 

範囲、チャネル・メディアともに幅広い⽅法を活⽤している 
 

福岡県では、テレビ、新聞、求⼈情報誌等、あらゆるチャネル・メディアを利⽤して周知 
☞ 開催回数・定員が⼗分にあり、幅広い層をターゲットとする場合、利⽤可能なあらゆる⽅法で周知し

て受講者を確保する 
取組例:⾃治体⾃⾝が所有しているテレビ、ラジオ、新聞等の広報枠を利⽤し、低コストで多くのチャネ
ル・メディアで周知する 等 

実践事例︓あらゆるチャネル・メディアの活⽤ 

東京都町⽥市では、ターゲットとする受講者層にリーチするため関係団体に協⼒を依頼して周知 
☞ 開催回数・定員に限りがある場合、ターゲットとする層にリーチしやすい⽅法を中⼼に周知して研修の

効果を⾼める 
取組例:シニア層にリーチするため、地元の商⼯会の協⼒を得て商店街にポスターを掲⽰する 等 

実践事例︓特定のチャネル・メディアの活⽤ 

「今の職場を選んだ理由」として最も多かった回答は「⾃宅から近いこと」 
☞ シニア層の参⼊を促したい場合、シニア⼈材の採⽤に積極的な介護事業所の所在地を意識しながら

周知する 
取組例:特定の地域のみに周知できるチャネル・メディア(折込チラシ等)を利⽤する場合、シニア⼈材の
採⽤に積極的な介護事業所がその地域にあるか否かを確認したうえでで広報を実施する 等 

元気⾼齢者の声︓今の職場を選んだ理由 
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東京都町⽥市のポスター 
(東京都ホームページより) 

地元の商⼯会と連携し、シニア層の⽬に触れやすい商店街に掲⽰している 
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「開講」段階のポイントは、以下の 3 つです。企画段階で定めた開講の⽬的に沿って広報を実施した
結果、どのような⽬的や就労意向を持った⼈が集まったかを把握した上で、⼼理的・⾁体的ハードルを
下げ、就労へのモチベーションを⾼める取組を実施します。 

① 受講⽬的、就労意向の調査(受講前アンケート) 
② ⼼理的・⾁体的ハードルを下げる 
③ 介護のやりがいの発信とモチベーション向上 

 
 
 
 

開講にあたり、企画段階で検討したターゲットの受講につながっているかどうか、どのような広報チャネ
ル・メディアが有効であったか等を把握するため、アンケートを実施することが有効です。アンケート結果は、
研修⽬的の達成状況や効果測定に⽤いることが可能です。また、多数の応募者が⾒込まれる場合、
申込時にアンケートを実施し、受講者の選定に⽤いるという活⽤⽅法もあります。アンケートの検討・作
成にあたっては、以下の項⽬例及び付録のアンケート例をご活⽤ください。 

  

4-3. 開講 

ポイント①︓受講⽬的、就労意向の調査(受講前アンケート) 
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項⽬ 選択肢 ⽬的 

研修を知ったきっかけ 広報を実施したチャネル・メディアに応じて設定  どの広報チャネル・メディアが有効で
あったかを確認 

受講⽬的・理由 

すぐに介護業界で働きたいから、いずれ介護業
界で働きたいから、介護の専⾨性を⾼めるきっか
けにしたいから、現在⾏っている家族介護の参
考にしたいから、将来の家族介護に備えたいか
ら、介護に興味があったから 等 

 受講⽬的を把握し、想定対象者
の受講につながっているかを確認 

介護業界のイメージ 
精神的にきつい仕事が多いと思う、⾁体的にき
つい仕事が多いと思う、社会貢献ができる仕事
だと思う 等 

 介護業界で働くことに対してどのよ
うな点にハードルを感じているかを
把握 
 受講後アンケートにおいて研修を

通じて介護業界のイメージが変わ
ったかを把握し、研修の効果を測
定 

介護業界での就労
意向 

すぐに働きたい、将来的に働きたい、働くつもりは
ない 

 受講後アンケートにおいて研修を
通じて就労意向が変わったかを把
握することで、研修の効果を測定 

年齢 10 代、20 代、30 代、40 代、50 代、60
代、70 代以上 

 想定対象者の受講につながってい
るかを確認 性別 男性、⼥性、答えたくない 

職業 会社員、公務員、⾃営業・⾃由業、学⽣、パー
ト・アルバイト、専業主婦(夫)、無職 等 

居住地域 ⾃由記述 または 開催地や把握したい単位(市
区町村、より細かい⾏政単位等)に応じて設定 

 どの範囲まで研修の情報が届いた
かを把握し、想定対象者の受講に
つながっているかを確認 

受講前アンケート項⽬例 
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 ⼊⾨的研修の⽬的は、「介護分野への参⼊のきっかけを作るとともに、介護の業務に携わる上での不
安を払拭することにより、多様な⼈材の参⼊を促進する」ことであり、介護に関する基本的な知識・技術
の提供により、不安を払しょくすることがポイントです。ここでいう「不安」は、参⼊の障壁となっている⼼理
的ハードルと⾁体的ハードルに分けることが可能と考えられます。 
 

種別 内容 対応策 

⼼理的 
ハードル 

 介護へのマイナスイメージが参⼊をためらわせ
ている 

 介護の現場を⾒たことがないために過度にマ
イナスイメージを持ってしまっている可能性を踏
まえ、イメージと実際の現場の状況とのギャッ
プを⼩さくする 

⾁体的 
ハードル 

 ⾝体介護等の⾁体的負担の⼤きい業務や
夜勤等によって、⾜腰を痛めたり、健康を損
なうリスクがある 

 ボディメカニクス等の科⽬の受講を通じ、就労
者⾃⾝が⾝体的負担を減じる基礎的な知
識・技術を⾝につける 

⼼理的・⾁体的ハードルと対応策(例) 
このように、研修では介護に関する基本的な知識・技術を提供することで⼼理的・⾁体的ハードルを

下げることが可能と考えられます。なお、⼀部の介護事業者では、⾝体介護ではなく「周辺業務」を担
当する、勤務時間帯、⽇数が限定した「介護助⼿」という職種の導⼊を進めており、知識・技術の習得
とは異なるアプローチで⾝体的負担を減らす取組も進んでいますので、そのような事業者とのマッチングを
促してハードルを下げるというアプローチも有効です。 
 
 
 
  

介護分野への参⼊者を増やすためには、上記のように⼼理的、⾁体的ハードルを下げることに加え、
受講者に仕事のやりがいを伝え、就労に前向きな気持ちにすることが重要です。本冊⼦の作成にあたり、
介護の現場で活躍している元気⾼齢者の⽅々にやりがいをお伺いしたところ、⾃分⾃⾝が働くことによっ
て、または若い世代の介護職をサポートすることによって⼈⼿不⾜問題の解決に貢献ができる、と答えた
⼈が多くいらっしゃいました。したがって、研修においても、⽇本全体または各地⽅における介護分野の課
題を紹介し、その解決の⼀翼を担うことができるというやりがいを発信することが、就労へのモチベーション
を⾼める上で有効と考えられます。 
 
 
 

ポイント②︓⼼理的・⾁体的ハードルを下げる 

ポイント③︓介護のやりがいの発信とモチベーション向上 



22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

京都府のチラシ(京都府ホームページより) 
研修修了後に希望者に対して職場⾒学ツアーを実施している 

東京都町⽥市では、研修の合間にシニアが事業所で働いている様⼦を放映 
☞ 研修の場で介護の現場を知る機会を設けて⼼理的ハードルを下げる 

取組例︓⼊⾨的研修をきっかけに介護事業所に⼊職したシニアを呼び、受講者と交流する機会を設け
る 等 

実践事例︓研修の場で介護の現場を知る 

京都府では、希望者向けに介護現場を⾒学できるツアーを実施 
☞ 研修中または終了後に、実地で介護の現場を知る機会を設けて⼼理的ハードルを下げる 

取組例︓介護事業者と協⼒し、現場で実施する科⽬を組み込み、希望者だけでなく全員が介護の現
場を知る機会を設ける 等 

実践事例︓実地で介護の現場を知る 

「働く前に知っておきたかったこと」として最も多かった回答は「職場の様⼦」 
☞ シニア層の参⼊を促したい場合、座学・実地で介護の現場を知る機会を積極的に設ける 

取組例︓上記実践事例参照 

元気⾼齢者の声︓働く前に知っておきたかったこと 
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「マッチング」段階のポイントは、以下の 3 つです。研修を実施した結果、受講者の介護に対するイメ
ージがどのように変わり、就労意向にどのような変化を及ぼしたかをアンケートによって把握した上で、近隣
の介護事業者とのマッチングの機会を提供します。また、すぐに就労する意思がない場合は、介護関連
の⼈材センターの⼈材バンクに登録し、定期的に求⼈や介護を⾝近に感じてもらうイベント等の情報を
提供することが有効です。 

① 研修の効果測定、就労意向の調査 (受講後アンケート) 
② マッチングの機会の提供 (すぐに働きたい場合) 
③ ⼈材バンクへの登録と関係の維持 (将来的に働きたい場合) 

 
 
 
 

研修実施後、介護に対するイメージの変化や就労意向に関するアンケートを実施し、研修の効果測
定や介護事業者とのマッチングに活⽤することが有効です。受講前アンケートの結果と⽐較することによ
り、研修の想定対象者の⼼理的・⾁体的ハードルを下げることができたか(介護のイメージが改善したか、
就労を希望する⼈が増加したか等)を把握することで効果測定が可能と考えられます。また、就労意向
の調査結果については、すぐに働きたい⼈を介護事業者に紹介する、将来的に働きたい⼈を⼈材バンク
に登録して潜在的な参⼊者としてプールする等に活⽤することができます。アンケートの検討・作成にあた
っては、以下の項⽬例および付録のアンケート例をご活⽤ください。 

  

4-4. マッチング 

ポイント①︓研修の効果測定、就労意向の調査 (受講後アンケート) 
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項⽬ 選択肢 ⽬的 

受講⽬的の 
充⾜度 

⼗分達成できた、達成できた、どちらでもない、あまり達
成できなかった、全く達成できなかった  研修の満⾜度を測定 

介護業界の 
イメージ 

とても良くなった、良くなった、どちらでもない、悪くなった、
とても悪くなった 

 研修を通じてイメージが変わっ
たかを把握することで、研修の
効果を測定 

介護業界での 
就労意向 すぐに働きたい、将来的に働きたい、働くつもりはない 

 回答に応じて研修修了後の
事業者とのマッチングや情報発
信に活⽤ 

現 在 の 就 労 状
況 正規雇⽤、⾮正規雇⽤、就労していない 

⼈材バンクへの 
登録希望 希望する、希望しない 

年齢 10 代、20 代、30 代、40 代、50 代、60 代、70 代
以上 

 基本的属性を把握し、受講
者層ごとに受講前アンケート結
果と⽐較して研修の効果を把
握 

性別 男性、⼥性、答えたくない 

職業 会社員、公務員、⾃営業・⾃由業、学⽣、パート・アル
バイト、専業主婦(夫)、無職 等 

居住地域 ⾃由記述 または 開催地や把握したい単位(市区町
村、より細かい⾏政単位等)に応じて設定 

 ⾃宅近隣の事業者とのマッチ
ング等に活⽤ 

受講後アンケート項⽬例 
 
 
 
 

受講後アンケートで就労意向や就労希望時期等を把握したら、受講者の類型ごとに、介護分野で
の就労を後押しする取組を実施することが有効です。すぐに介護業界で働きたいと考えている受講者に
ついては、近隣の介護事業者へ紹介し、マッチングを実施します。マッチングにあたっては、介護施設によ
って職員の充⾜状況や求める⼈材は異なるため、介護事業者の⼈材ニーズを把握しておくことが必要で
す。基本的に⼊⾨的研修の修了者は介護業界未経験であり、研修を通じて基本的な知識を⾝につけ
た段階ですので、未経験者の採⽤に前向きな事業者へ紹介するとよいと考えられます。 

 

ポイント②︓マッチングの機会の提供 (すぐに働きたい場合) 
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就労意向に基づく受講者の類型と受講後の取組例 
 

すぐに介護分野で働きたいと回答した⼈は、現在他の職に就いている⼈、就いていない⼈ともに、就
労へのハードルが下がっていると考えられますので、研修修了後に就職相談会を実施して複数の事業者
に相談できる機会を設ける、個別に求⼈を案内する等により、積極的なサポート提供することが有効と
考えられます。また、あらかじめ研修⽇程に就職相談会を組み込んでおき、修了直後のモチベーションが
⾼まった状態でマッチングを実施することも有効でしょう。 
 
 
 
 
 将来的に介護分野で働きたいと回答した受講者については、地⽅⾃治体の福祉⼈材センター等が運
営している⼈材バンクへ登録してもらい、研修終了後も関係を維持することが重要です。すぐに介護分
野で働くことを希望していないとはいえ、研修を通じて介護分野で働きたいと考えるようになった⼈との関
係を維持することは、将来の⼈材供給を確保する上で重要と考えられます。 

将来的に働きたいと答えた受講者でも、「すぐには」働くことを希望しない理由が異なると考えられます。
例えば、他の職場で正規職員として働いている場合は労働条件、アルバイト・パートなどの⾮正規職員
として働いている場合は仕事が変わることによる負担、就労していない場合は⼦育て、親の介護、就労
への不安等が理由(障壁)として挙げられます。これらの障壁には、取り除くことが⽐較的容易なものとそ
うでないものがあると考えられます。したがって、障壁が⾃然になくなるまで介護分野で働きたいという気持
ちを持ち続けてもらえる、また、障壁を積極的に取り除いて「すぐに働きたい」と感じてもらえるよう、⼈材
バンクに登録された修了者に、求⼈、イベント等に関する情報発信を続けることが重要となります。 

 

 

ポイント③︓⼈材バンクへの登録と関係の維持 (将来的に働きたい場合) 

すぐに働きたい

正規雇⽤

⾮正規雇⽤
将来的に働きたい

なし

あり

受講者

就労希望時期/就労状況/雇⽤形態就労意向 受講後の取組

事業者とのマッチングの機会を設ける

さらにハードルを下げる取組を⾏い、「すぐに働きたい」と思ってもらう

退職時まで介護分野を選択肢として覚えていてもらう

就労が可能になるタイミングまで介護分野を選択肢として覚えていてもらう

介護分野のやりがい・メリットを発信し、「すぐに働きたい」と思ってもらう

介護の魅⼒を発信するイベントへの誘導等により、就労意向を持ってもらう

在職者

⾮在職者
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就労状況 すぐに働くことを希望しない理由(障壁) 受講後の取組 

正規雇⽤  現職の労働条件の⽅が良い 
 定年退職や早期退職が近づいた 50 代を主

なターゲットとして想定し、退職後の選択肢と
して介護分野を覚えていてもらう 

⾮正規雇⽤ 
 現職の労働条件は介護分野とあまり

変わらないが、慣れている今の仕事を
続けたい 

 介護分野のやりがい・メリット(専⾨性を⾝に
つけられる、シニア層は介護予防につながる
等)の発信を通じて「すぐに働きたい」層に移
⾏してもらう 

就労していない 
 ⼦育てや親の介護等により、介護分

野に限らず働くこと⾃体が難しい 
 介護分野で働くことに不安を感じてい

る 

 就労が可能になるタイミングまで、介護分野を
選択肢として覚えていてもらう 
 介護事業者による地域住⺠向けイベントへの

参加を促す等によってハードルを下げ、「すぐに
働きたい」層に移⾏してもらう 

就労状況ごとの理由(障壁)と受講後の取組(例) 

なお、研修終了後のフォローアップは、就労の意向がある⼈を主対象として実施すべきですが、就労の
意向はないものの⼈材バンクへの登録に同意した⼈については、介護の魅⼒を発信するイベントへの誘
導等を通じて「働きたい」と思ってもらえるよう促し、介護⼈材のすそ野を広げることも重要です。また、本
パートでは修了後のマッチングを中⼼に実施事項をご紹介していますが、⼊⾨的研修をきっかけに専⾨
性を⾼めていきたいと考えている⽅には、初任者研修等をご案内してステップアップを促すとよいでしょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

熊本県では、清掃やシーツ交換等の「周辺業務」を担当する職種の事例を研修当初に紹介した上でマッチ
ング⽀援を実施 
☞ 研修の出⼝を明確化し、⽬的を持って受講できるよう意識付けをする 

取組例︓近隣の教育機関において⼊⾨的研修で修了した科⽬が他の科⽬で免除となる場合、その旨
を明⽰して募集する 等 

実践事例︓研修の出⼝の明確化 

前職の退職前に介護に関⼼を持ち、前職の定年退職後に「社会貢献」をしたくて⼊職した例が多数みられ
る 
☞ 研修を受講して介護に関⼼を持った定年退職前の受講者を丁寧にフォローする 

取組例︓⼈材バンク等に登録された情報を⽤いて継続的に介護の仕事の情報を発信する 等 

元気⾼齢者の声︓介護業界に関⼼を持ってから働く
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熊本県のチラシ 

(⽣涯現役プラザくまもとホームページより) 
研修当初に介護アシスタントの事例紹介を⾏った上で修了後のマッチング⽀援を⾏っている 
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-MEMO-  



 

 

<付録 1︓受講前アンケート例> 

 
研修の効果測定や改善等を⽬的としたアンケートです。ご協⼒いただけますと幸いです。 

問 1 どうやってこの研修を知りましたか (複数選択可) 
□ 新聞記事 □ 新聞折込広告 □ チラシ □ ポスター  
□ インターネット □ 求⼈誌  □ ⼝コミ  
□ その他 ( ) 

問 2 研修を受講する⽬的・理由を教えてください (複数選択可) 
□ すぐに介護業界で働きたいから □ 将来的に介護業界で働きたいから 
□ 介護の専⾨性を⾼めるきっかけにしたいから □ 現在⾏っている家族介護の参考にしたいから 
□ 将来の家族介護に備えたいから □ 介護に興味があったから 
□ その他 ( ) 

問 3 介護の仕事に対して感じているイメージを教えてください (複数選択可) 
□ 社会貢献ができる □ 精神的につらい仕事が多い □ ⾁体的につらい仕事が多

い 
□ その他 ( ) 

問 4 あなたの現在の職業について教えてください (1 つ選択) 
□ 会社員 □ 公務員 □ ⾃営業・⾃由業 □ 学⽣  
□ パート・アルバイト □ 専業主婦(夫) □ 無職         □ その他 (           ) 

問 5 介護業界での就労意向について教えてください (1 つ選択) 
□ すぐに働きたい □ 将来的に働きたい □ 働くつもりはない 

(よみがな) 
お名前 

 性別 □男性     □⼥性 

住所  年齢 歳 

電話番号  メール 
アドレス  

 
~アンケートは以上です。ご協⼒いただきありがとうございました~ 

 
 
 
 
 

○○県△△市 介護に関する⼊⾨的研修 受講前アンケート 



 

 

<付録 2︓受講後アンケート例> 

 
研修の効果測定や改善等を⽬的としたアンケートです。ご協⼒いただけますと幸いです。 

問 1 受講の⽬的は達成できましたか (1 つ選択) 
□ ⼗分達成できた □ 達成できた □ どちらでもない □ あまり達成できなかった □ 全く達成できなかった  

問 2 受講前と⽐較して、介護の仕事に対するイメージは変わりましたか (1 つ選択) 
□ とても良くなった   □ 良くなった   □ どちらでもない   □ 悪くなった   □ とても悪くなった  

問 3 介護業界への就労意向について教えてください (1 つ選択) 
□ すぐに働きたい □ 将来的に働きたい □ 働くつもりはない 

問 4 現在の雇⽤形態を教えてください (1 つ選択) 
□ 正規雇⽤ □ ⾮正規雇⽤ □ 就労していない 

問 5 あなたの現在の職業について教えてください (1 つ選択) 
□ 会社員 □ 公務員 □ ⾃営業・⾃由業 □ 学⽣  
□ パート・アルバイト □ 専業主婦(夫) □ 無職         □ その他 (           ) 

(よみがな) 
お名前 

 性別 □男性     □⼥性 

住所  年齢 歳 

電話番号  メール 
アドレス  

△△市では介護の仕事に興味をお持ちの⽅に介護⼈材バンクにご登録いただき、求
⼈や各種イベントの情報をご案内しています。バンクへの登録についてご希望をお聞
かせください。 

□登録を希望する □登録を希望しない 

 
~アンケートは以上です。ご協⼒いただきありがとうございました~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○○県△△市 介護に関する⼊⾨的研修 受講後アンケート 



各都道府県民生主管部 （局）長 殿

社援基発 0330 第1号

平 成 30 年3月 30 日

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長

（ 公 印 省 略 ）

介護に関する入門的研修の実施について

「介護人材に求められる機能の明確化とキャリアパスの実現に向けて」（平成 29 年 10 月4

日 社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会報告書）では、 介護人材のすそ野の拡

大に向けて、介護未経験者が受講しやすい入門的研修の導入の必要性が提言されており、 「こ

の入門的研修の内容については、 できるだけ基本的な内容とするとともに、 介護未経験者が

介護分野への参入の障壁となっていることを払拭できるような内容とすることが重要」とさ

れている。

今般、 当該報告書を踏まえ、 より多くの方が介護を知る機会とするとともに、 介護分野で

働く際の不安を払拭できるようにし、 多様な人材の確保に向けて、 介護分野への介護未経験

者の参入を促進するため、 下記の通り介護に関する入門的研修の実施に関する基本的な事項

を定めたので、 地域医療介護総合確保基金を活用のうえ、 積極的に実施していただくととも

に、 管内市区町村、 関係機関、 関係団体等に対して周知願いたい。

記

1. 入門的研修の目的

介護に関する入門的研修 （以下 「入門的研修」という。）は、 これまで介護との関わりが

なかった者など、 介護未経験者が介護に関する基本的な知識を身につけるとともに、 介護

の業務に携わる上で知っておくべき基本的な技術を学ぶことができるよう研修を実施し、

介護分野への参入のきっかけを作るとともに、 介護の業務に携わる上での不安を払拭する

ことにより、 多様な人材の参入を促進するために行うものである。

2. 入門的研修の主な対象者

入門的研修の主な対象者は、 企業等で定年退職を予定している者や、 中高年齢者、 子育

てが一段落した者などが考えられる。

なお、 この他、 地域住民や学生などにも幅広く研修を実施いただくことも可能である。

<付録 3:介護に関する⼊⾨的研修の実施について> 
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